
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業 

「障害者の生涯を通じた学びの充実のための 

コンソーシアム」報告 

 

 

 

 

 

 

 
 

千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」 

 

 

令和２年３月 

千葉県教育委員会 



はじめに 

 教育基本法第３条には「国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送る  

ことができるよう，その生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所において  

学習することができ，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られ  

なければならない。」と生涯学習の理念が規定されています。一方，これまで障害の 

ある方への教育施策は，特別支援学校等の学校教育の場を中心に展開されており， 

その生涯を通じ学ぶことのできる環境の整備・充実が求められてきたところです。 

 こうした中，千葉県教育委員会では，平成２８年に施行された「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（いわゆる障害者差別解消法）」の趣旨も鑑み，   

平成２９年に「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」を策定し，重点的な取組の

一つとして「卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実」を掲げ，在学中のキャリア  

教育や職業教育の充実に加え，さわやかちば県民プラザや県立図書館等において， 

障害者のある方の学びの支援を実施してきました。 

 さらに，学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を維持・

伸長・開発するとともに，共生社会の実現に図るため，昨年度から文部科学省の委託

を受け「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」を実施し，  

効果的な学習プログラムの開発や関係者の連携組織であるコンソーシアムの構築に

加え，県内全域への普及を目的としたフォーラムを開催したところです。 

 本冊子は，４回にわたるコンソーシアムの報告として，当該事業における関係者の

意見や学習プログラム開発づくりの実践事例等の資料を，障害者に関わる方々と共有

し，今後，障害者の身近な場所で生涯学習が実施される環境が構築されていくことを

目的として作成したものです。今年度，本事業の実施に当たり御協力，御尽力いただ

いた皆様方に深く感謝申し上げるとともに，各市町村や関係機関が障害のある方への

学びを提供する際の参考にしていただきますようお願いします。  

 

令和２年３月  

千葉県教育委員会 
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障害のある方への教育施策は特別支援学校等の学校教育の場を中心に展開してきたが，生涯を通じて学ぶことのできる環境の整備・充実が急務である。
そこで，効果的な学習プログラムの開発やその実施体制の研究に取り組み，その成果を普及することで，県内全域にわたる学校卒業後における学びの充実を目指す。

千葉県教育委員会 令和元年度「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」

さわやかちば県民プラザ（県生涯学習センター）において，平成１４年から青年
教室を実施してきたが，受講者のニーズに応える形で，「さわやかおんがく隊」を
結成し，演奏体験型の音楽ワークショップを実施した。ヘルマンハープや大正琴，
合唱など，参加者のニーズに沿って様々な音楽活動を展開。自主サークル化に
向けて，保護者や地域住民を対象に指導者養成講座を実施し，学びの担い手の
育成にも力を入れている。

【活動内容】
○年間２０回のワークショップ
○特別養護老人ホームでのコンサート
○ボランティア研修や指導者養成講座の実施
○当事者によるリーダーの育成

さわやかちば県民プラザにおける取組

県立特別支援学校市川大野高等学園を拠点にして，「仲間と学ぶ，楽しむ，つ
ながる」をキーワードに，卒業生や近隣在住の知的障害者を対象とした「生涯学
習講座」を開催した。講座運営にあたっては，近隣住民や公民館，大学と連携し
協働的に実践した。また，在校生，講座参加者を対象としたニーズ調査や生涯学
習支援連絡協議会設置による内容検討をとおして，持続可能な運営の在り方に
ついて研究した。

【実施講座：講師】
①疲れをとるリンパマッサージ：健康運動指導士（公民館講師）

②「支援を受けながら暮らすとは？」：社会福祉法人市川レンコンの会
③グラウンドゴルフ：大野４丁目自治会緑風会
④パラスポーツ体験：順天堂大学

特別支援学校における取組

関係団体代表者による連携組織としてコンソーシアムを設置し，年４回の会議を通して，先進事例研究や情報交換により連携体制の構築・強化を図るとともに，
効果的な学習プログラムの開発に向けた協議と検証を行った。

障害者の生涯を通じた学びの充実のためのコンソーシアム
障害者就業支援
キャリアセンター

公民館

民間企業

手をつなぐ育成会

社会福祉協議会

行政
（特別支援教育）

特別支援学校

行政
（障害者福祉）

大学
障がい者
スポーツ協会

事務局
（生涯学習課）

障害者の生涯学習推進フォーラム 成果物作成・配布

今年度の実践報告，楽器演奏や合唱な
どのコンサートを開催。『しゃべり場』では，
「みんなで語ろう～共に学び，生きる社会
を目指して～」をテーマに，関係者や来場
者と繰り広げるディスカッションを通じて，
共生社会に向けた障害者の生涯学習の
在り方について探求した。

１年間の研究報告書及び広報ＤＶＤを作成し，配付した。

学習プログラム開発

連携体制の構築

成果の普及・啓発

各種会議・研修会の実施

各種会議や社会教育主事等の研修会において，障害
のある方の学びの充実に関する研修を実施し，人材養
成・育成を図ることで，県内全域にわたる普及を目指す。

ネットワーク

構築強化に

よる支援相

談窓口として

の機能の構成

県内全域に

おける障害者の

学びの場の拡大，

担い手の育成

共生社会
の実現



障害者の生涯を通じた学びの充実のためのコンソーシアムについて 

 

１ 目的 

関係者による連携組織を設置し，学校卒業後における障害者の学びの充実に 

向けた協議を行う。 

 

２ 会議 

（１）第１回会議  日時 令和元年 ７月３１日（水）１４時から 

会場 千葉市生涯学習センター 

（２）第２回会議  日時 令和元年 ９月１９日（木）１４時から 

会場 千葉市生涯学習センター 

（３）第３回会議  日時 令和元年１１月２６日（火）１４時から 

会場 千葉市生涯学習センター 

（４）第４回会議  日時 令和２年 ２月 ３日（月）１４時から 

会場 千葉市生涯学習センター 

 

３ コンソーシアム委員 

   ※主査は向野委員 

 

No 氏 名（敬称略） 所  属  等 

１ 上條 秀元 宮崎大学 名誉教授 

２ 酒井 昌史 千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課 課長 

３ 佐川 桂子 千葉県立君津特別支援学校 校長 

４ 鈴木 一郎 千葉県社会福祉協議会 常務理事 

５ 田上 昌宏 千葉県手をつなぐ育成会 会長 

６ 中澤 尊史 株式会社舞浜コーポレーション 代表取締役社長 

７ 萩原 稔之 千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 課長 

８ 藤尾 健二 千葉障害者就業支援キャリアセンター センター長 

９ 三浦 正志 浦安市堀江公民館 館長 

10 向野  光 川村学園女子大学 教授 

11 横山 紀武 千葉県障がい者スポーツ協会 会長 



 

 

 

 

 

 

 

障害者の生涯を通じた学びの充実のためのコンソーシアム 

第１回会議 

（令和元年 ７月３１日） 

 


























































































